
み
ん
な
で
築
こ
う 

人
権
の
世
紀

「
第
73
回
人
権
週
間
」   

12
月
4
日
〜
10
日

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

12
月
10
日
〜
16
日

　
昭
和
23
年
12
月
10
日
は
国
連
で
「
世
界
人
権
宣
言
」
が
採
択
さ

れ
た
日
で
す
。
宣
言
に
は
、「
す
べ
て
の
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、
尊
厳
と
権
利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ

る
」
と
う
た
わ
れ
、そ
の
日
は
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
者
な
ど
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
、
い
じ
め
や
虐
待
な
ど
の
子

ど
も
の
人
権
問
題
、
外
国
人
や
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
偏
見

や
差
別
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
誹
謗
中
傷
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
に
掲
げ
る
「
誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
」
社
会
を
実
現
す
る
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が

人
権
尊
重
の
重
要
性
を
正
し
く
認
識
し
、
他
人
の
人
権
に
配
慮
し

た
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
毎
日
の
生
活
の
中
で
、
差
別
、
虐
待
、
い
じ
め
な
ど
「
こ
れ
は

人
権
問
題
か
な
？
」
と
感
じ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
人
権
擁
護

委
員
や
法
務
局
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

女性  〜ＤＶ・性犯罪・性暴力・ハラスメント〜
　「女だから…。」分かっていても、つい性別に
よって差別してしまうことはありませんか？
男女は平等です。

子ども  〜いじめ・体罰・児童虐待・性被害〜
　「子どもだから…。」と、人権を軽く扱ってい
ませんか？子どもは一人の人間として最大限に
尊重され、守らなければなりません。

高齢者
　「いい年をして…。」と年齢だけを理由に社
会参加を妨げていませんか？介護者による身
体的・心理的虐待も社会問題となっています。

障がいのある人
　障がいがあっても社会の一員として自ら選
択し、地域の中で安心して生き生きと暮らせ
ていますか？

同和（部落差別）問題
　特定の地域出身であることなどで結婚を反
対されたり、就職ができない人たちがいるこ
とを知っていますか？

インターネットによる人権侵害
　個人の名誉やプライバシーを侵害する問題
が発生しています。インターネットを正しく
使用し、人権侵害をなくすことが必要です。

　
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
つ
い
て
、
国

民
の
認
識
を
さ
ら
に
深
め
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会

と
連
携
し
つ
つ
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

の
実
態
を
解
明
し
、
そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
平
成
18
年
6
月
に
「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮

当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
毎
年
12
月
10

日
か
ら
16
日
ま
で
は
「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
拉
致
問
題
は
、
わ

が
国
の
国
民
的
課
題
で
あ
り
、
こ
の
解
決
を
始
め
と

す
る
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処

が
国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
さ
れ
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
と
認
識
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

人権の花運動

人権教室

　保育園児を対象に、花
を育てることによって、
情操を豊かにし、命の大
切さや相手を思いやる心
を育むことを目的とし
て、実施しています。

特設人権相談所の開設
　毎年6月1日と12月1日に人権擁護委員による人権に関す
る相談を行っています。困りごとや心配ごとがあったら、お
気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守されます
ので、ご安心ください。

　人権教室は、いじめなどに
ついて考える機会を作ること
で、子どもたちが相手を思い
やる心を体得し、命の大切さ
に気づくことなどを目的とし
ています。小学校低学年児童
を対象に、人権擁護委員によ
る「人権かるた取り」や「絵
本の読み聞かせ」、「紙芝居」な
ど行っています。

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

問
合
せ
先　
男
女
共
同
参
画
・
人
権
室　
☎
３
４‒

８
７
１
５

人権擁護委員の活動を紹介します

心があたたかく
なる言葉を
探せるかな？

主な人権課題

私たちの社会には、さまざまな人権問題が存在しています。
人権週間を機に、人権について今一度考えてみてください。

人権に関する図書を紹介しています

『子どもの権利ってなあに？』……… アラン・セール
『みんなちがってみんなステキ』……… 高橋　うらら
『こども六法』…………………………… 山崎　聡一郎

『差別はたいてい悪意のない人がする』… キム　ジヘ
『元女子高生、パパになる』……………… 杉山　文野
『レイシズムとは何か』……………………… 梁　英聖
『カスハラ』… NHK「クローズアップ現代＋」取材班
『身の回りから人権を考える80のヒント』…… 武部　康広

児
童
書

一
　
般
　
書町内の各図書館では

人権週間期間中、人権図書コーナーを設け、
人権に関する図書を紹介しています。

人権作文・ポスター展
12月4日（土）～10日（金）期　間 越前町生涯学習センター

エントランスホール
場　所

人KENあゆみちゃんの
こと知っているかな？

みんなで植える
花の苗をプレゼント ！

小中学生の人権に
関する作文やポスターを

展示しています

人権図書紹介
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